
 

令和８年度  

愛鳥週間用ポスター原画コンクール 募集要領 【神奈川県版】 

主催：公益財団法人日本鳥類保護連盟   後援：環境省・文部科学省・林野庁 

                               

1．目 的 
このコンクールは、全国の小・中・高校等の児童・生徒を対象に、愛鳥週間用ポスターの原画

を募集し、その制作過程を通じて野生鳥類についての保護思想を高めるとともに、愛鳥週間（毎

年 5月 10日～16日）の普及啓発につとめることが目的です。 

     

 

2．応募対象 

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、各種学校、高等専門学校等に在学中で 

18 歳以下の者。 

・定時制高校に在学中で、19歳以下の者。 

※愛鳥モデル校や環境教育指定校など特定の学校に限りません。 

※大学、美術専門学校等は対象外です。 

 

 

3．応募方法 

 ・令和５年度から、神奈川県内の応募先につきましては、公益財団法人日本鳥類保護連盟 

神奈川県支部となっております。 

 ◇応募の流れ 

 

 

 

 

 

◇締切期限および送付先 

（1）各学校担当者 

各学校長は、児童・生徒の作品の中から優秀なものを選び、当該学校の参加児童生徒総数を

明記し、神奈川県支部に作品の写真データをメールに添付して送ってください。締切は 9月 12

日（金）です。 

なお、学校や個人から直接日本鳥類保護連盟に送付されてきた作品については、受け付けて

おりませんのでご注意ください。 

 

送り先・問い合わせ先：神奈川県支部のアドレス 

 JSPB.kanagawa@gmail.com 

 担当 赤山 

  

 

各学校が 

神奈川県支部へ応募 

（締切：9月 12日） 

神奈川県支部による応

募作品の選定 

（結果は 9月 24日まで

に各学校に連絡） 

 

 

 

学校が選考通過作品を日

本鳥類保護連盟へ送付 

（10 月 1日必着） 

mailto:JSPB.kanagawa@gmail.com


（2）応募について 

応募の際には、応募票（様式 1）に必要事項を記入の上、作品と同じ番号を応募票ファイル

名にもつけてメールにて送付してください。（四角枠内の例を参照してください）。なお、必

ず作品を作成する際、参考にした資料や描いた野鳥の種類を記入してください。※著作権の関

係上、審査で参考にします。 

   

 

4．作成要領 

（1）作成時期 

 2025年度(令和 7年度)に描かれたもの以外は審査対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）図 柄  

 図柄は日本に生息する野生鳥類を対象として、愛鳥思想の普及啓発の目的に沿ったものとし

ます。家禽、ペットを対象としたもの、動物園などで飼われているイメージは不可です。 

 （a）自然の中での野鳥と人との交流をテ－マとしたもの 

 （b）渡り鳥の保護についての国際交流をテ－マとしたもの 

 （c）野鳥の自然の姿をテ－マとしたもの 

 （d）野鳥の保護活動をテ－マとしたもの 

 （e）その他、野生鳥類保護思想の普及啓発に役立つもの 

 

（3）用 紙 

 たて 51～55㎝、よこ 36～40㎝以内とし、必ずたて描きとします。 

 

 

野鳥の種名を記入 

参考にした資料を記入 

★メール送信の件名 

 （例）【愛鳥週間ポスター送付】□□市立○○小学校 

★添付ファイル名のつけ方 

（例）○○小学校の 3 点目の応募場合 

・原 画：〇〇小 03（jpeg などの画像データで） 

・応募票：〇〇小応募票 03（ワード文書または画像データで） 



（4）彩 色                 

 自由とします。（クレヨン、パステル、水彩、コラージュ、貼り絵等いずれでも可能です。） 

ただし、パソコンでの作品は不可です。 

（5）文 字 

 作品には必ず漢字で「愛鳥週間」の 4文字のみを入れてください。ただし、小学校 3年生以

下は漢字を習っていないため、入れなくても結構です。 

  ※「Bird Week」（英語）または「バードウィーク」（ひらがな・カタカナ）をデザイン上、

使用する必要がある場合は可能です。なお、「Bird Week」の大文字・小文字は問いませ

ん。 

それ以外の標語は不可となります。ただし、絵の中で風景としての看板などはかまいません。 

 

（6）その他 

  必要事項を記入した応募票（様式 1）を必ずワード文書で送付してください。 

（a）応募作品はオリジナルのものに限ります。野鳥の写真やイラストは参考の範囲にとどめ

てください。元の写真・絵画等を丸写ししたものは、賞が決定した後でも取り消しする

場合があります。 

（b）参考にした本・写真・絵画等の資料がある場合は、その資料名を必ず記入してください｡ 

(c) 描いた野鳥の種類名を必ず記入してください。 

(d)応募作品は、1人 1点とする。 

 

(7) 応募作品の中から神奈川県支部が選考をした結果、選ばれた作品については、9月 24日（水）

までに学校にメールと電話でお知らせいたします。  

   残念ながら選考されなかった場合でも学校へはお知らせいたします。 

 

   選考された作品については、お手数ですが、学校から公益財団法人日本鳥類保護連盟へ 

10 月 1 日（水）【必着】までに直接ポスターを送ってください。送料は学校負担でお願い

いたします。 

 

  送り先 

〒166-0012  
東京都杉並区和田 3-54-5  
第 10田中ビル 3F 

公益財団法人 日本鳥類保護連盟 
TEL：03-5378-5691／FAX：03-5378-5693 

普及啓発室 愛鳥週間用ポスター担当  岡安栄作（E-mail：okayasu@jspb.org）  

   

 なお、作品の返却を希望される場合は作品の返却をいたします。送料は神奈川県支部で負担い

たします（12 月初旬以降）。ただし、総裁賞に選ばれた作品は日本鳥類保護連盟で保管し、

返却いたしません。 

 

 



5.審査及び審査結果発表 

（1）審 査  

 10月中旬に環境省、文部科学省、林野庁、日本鳥類保護連盟及び学識経験者で構成する審査

会において行います。 

（2）審査の結果発表 

入選以上の作品については神奈川県支部を通じて学校に通知します。（11月中旬予定） 

 

6.表 彰 

（1）入賞 入賞者には賞状及び楯を贈呈します。 

 

（2）賞の種類 

 (公財)日本鳥類保護連盟総裁賞  1点 

  環境大臣賞           3点以内 

  文部科学大臣賞         3点以内 

    林野庁長官賞                    3点以内 

    (公財)日本鳥類保護連盟会長賞    9点以内 

    入 選                          該当数 

※入賞者は氏名・学校名・学年を連盟機関誌・ホームページで発表しますので、予めご了承く 

ださい。 

  

7.｢愛鳥週間用ポスター｣の作成 

 入賞作品のうち(公財)日本鳥類保護連盟総裁賞受賞作品を、当連盟及び環境省において翌年

度の｢愛鳥週間用ポスター｣として制作し、例年 3万枚程度を全国に配布します。 

※ポスター制作に際し、作者の了解を得て専門家が修正を行うことがあります。 

 

8.応募票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.募集要領・応募票は、こちらからダウンロードもできます。完成したら QR コードを作成

します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/bi5pg705q3wjq8olvh6g4/AInKUpJSA32G6w_

UcXZbg5w?rlkey=f2r45f01d50igjl0lech3te5q&st=chpi0r6h&dl=0 

https://www.dropbox.com/scl/fo/bi5pg705q3wjq8olvh6g4/AInKUpJSA32G6w_UcXZbg5w?rlkey=f2r45f01d50igjl0lech3te5q&st=chpi0r6h&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fo/bi5pg705q3wjq8olvh6g4/AInKUpJSA32G6w_UcXZbg5w?rlkey=f2r45f01d50igjl0lech3te5q&st=chpi0r6h&dl=0


 


